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交渉の議事要旨

（開催日時）

平成２８年３月３０日（水）１６：００～１６：５４（５４分間）

（開催場所）

小樽開発建設部１階 第３会議室

（出席者）

当局側（小樽開発建設部）

高橋 渡（小樽開発建設部長）、佐々木 斎（小樽開発建設部次長）、

外村 安弘（総務課長）

職員団体側（全北海道開発局労働組合小樽支部）

寺岡 文明（執行委員長）、成田 勇（副執行委員長）、井端 隼平（書記長）

木下 慎一（執行委員）

（議 題）

１ 当部における超過勤務の縮減について

２ 当部における職員の健康安全管理について

３ 当部におけるパワーハラスメントが行われない職場環境の整備について

４ 当部における育児休業等を取得しやすい職場環境の整備について

（要求書に対する回答）

要求書のうち、取り決めた交渉議題について回答（別紙のとおり）。

（要 旨）

【議題１ 当部における超過勤務の縮減について】

（職員団体） 定時退庁日における超過勤務の実態や超過勤務縮減の方策について聞き

たい。

（当 局） 平成２８年２月末時点の定時退庁率は、２年連続で同時期と比較し上昇

している。

当局としては、職場の超過勤務の実態を踏まえ、業務運営の一層の簡素

・効率化を図り、業務の円滑な進行管理を行うとともに、週休日及び休日

出勤の縮減、定時退庁日における定時退庁の励行など、超過勤務の縮減に

引き続き努めていく考えである。

【議題２ 当部における職員の健康安全管理について】

（職員団体） メンタルヘルスに対する基本的な考え方や復帰しやすい職場環境づくり

の取り組みについて聞きたい。

（当 局） 職員の心身の健康の保持増進については、業務を円滑に遂行していくう

えで重要な事項である。特に、心の健康づくりについては、メンタルヘル

ス教育の実施や心の健康に関する情報の提供などにより職員の理解と知識

を深めるとともに、ストレスチェックの実施やカウンセリング制度・健康

管理医（精神科医）による心の健康相談の利用促進を図り、心の不調の予

防と早期発見・早期対応に努めているところである。
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また、長期にわたって病気療養した職員については、人事院の指針に沿

った円滑な職場復帰支援策を進めていきたいと考えている。

【議題３ 当部におけるパワーハラスメントが行われない職場環境の整備について】

（職員団体） パワーハラスメントがあるという組合員の声があるが、当局の認識はどう

か。

（当 局） どのような行為がパワーハラスメントに該当するのか、人によって受け止

め方が異なる現状があるため、管理者・職員双方がパワハラに対する問題意

識と共通の認識を持てるよう、引き続き周知啓発の取組を進めることで、意

識の醸成に努めていく考えである。

なお、疑われるような行為があれば、適切に対応していきたい。

【議題４ 当部における育児休業等を取得しやすい職場環境の整備について】

（職員団体） 育児休業に関して、取得しやすい環境整備の状況について聞きたい。

（当 局） 育児休業をはじめとする各種両立支援制度について、管理者に対し、各

種会議等の場で、ワークライフバランスの意義を含めて周知しているほか、

管理者・職員の双方に対しては、制度の内容、意識啓発リーフレット等を

イントラネットへ掲載し周知しているところである。また、各職場の管理

者に対しては、関係職員へ適時・適切に両立支援制度の情報提供を行うと

ともに、休業者等に係る業務の処理方策を早期に検討するなど、制度を活

用しやすい職場環境づくりに努めるよう、引き続き指導していく考えであ

る。

※ 文責は小樽開発建設部当局（今後修正があり得る）






